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１０月１日よりインボイス制度が開始されました。 

日火連では次のような対応を行いますので、お知らせ致します。 

記 

１．日火連が発行する請求書等について 

（１）請求書、領収書等には登録番号と税率ごとの消費税額を記載します。 

    日火連の登録番号は、“ Ｔ４０１０４０５０１０６０６ ”です。 

 ① 広域認定制度にもとづく不用実包等の廃棄処分については「不用実包等廃棄依頼書」 

  を受領した時点で「振込のお願い」をＦＡＸしていますが、この「振込のお願い」が請 

求書等に該当します。 

これに登録番号を記載し、従来通り合計金額の１０％を消費税額として記載すること 

   で適格請求書の要件を満たしていると考えます（税理士法人に確認済です）。 

「振込のお願い」を受領した課税事業者は、適格請求書として保存頂くようお願い致し 

ます。 

  ② 会費の請求書には登録番号は記載しますが、会費は非課税ですから消費税額の記載は 

ありません。 

  ③ 「猟銃等講習会試験対策例題集」「実包等管理帳簿」の請求書には、登録番号を記載 

し、従来通り合計金額の１０％を消費税額として記載します。 

  ④ 「火薬銃砲流通保安対策テキスト」は会員への頒布価格を税込１,０００円としていま 

すが、それを現時点で変更することはありませんから、税込１,０００円となるよう税 

抜価格を設定して、その合計金額と消費税額を請求書に記載します。請求書には登録番 

号も記載します。 

 ２．日火連が支払いを行う場合の請求書、領収書等について 

    基本的には課税業者への支払を原則としますから、請求書、領収書等には登録番号の 

記載があることを確認します。 

 日火連に対して請求書を発行して頂く場合は、登録番号の記載をお願いします。 

 ご不明の点がございましたら、お知らせ願います。 

以上 

http://www.nikkaren.jp/

